
平成20年度 法科大学院入学者選抜試験問題

憲 法

1. 試験開始の合図があるまで，この問題用紙の中を見てはいけません。

2. 試験時間は，60分です。

3. 試験中に問題用紙の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に知らせ

てください。

4. 解答にあたっては，必ず黒か青のペン（鉛筆は不可）またはボールペンを使用してください。

5. 解答用紙に記入するときには，下記の点に注意してください。

⑴ 受験番号・氏名を所定欄に記入してください。

⑵ 解答用紙は，２枚あります。２枚目の解答用紙にも受験番号・氏名を記入し，ホチキスは，はず

さないで使用してください。

⑶ 訂正する場合は，＝線で消すなどして，分かりやすく訂正してください。

⑷ 解答用紙は，折り曲げたり汚したりしないでください。

6. 問題用紙の余白等は適宜利用してかまいません。

7. 試験終了後，問題用紙は持ち帰ってください。



Ａ女は，昭和54年Ｎ県で生まれた大韓民国国籍の外国人であり，「日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（下記，参照）

に定める特別永住者である。ＡはＸ県にある国立大学の教育学部を卒業し，中学校・

音楽の教員免許を取得している。卒業後，数年間に亘って民間企業に勤務していたが，

郷里のＮ県で教師として採用してもらうことを目的として，××年６月にＮ県が行う

中学校教諭採用試験を社会人経験者の枠で受験することとした。しかし，受験の願書

を提出した後に，Ｎ県教育委員会は国籍を理由として受験できないとの通知をＡに提

示した。この時点でＡは勤務していた企業を辞めており，国籍を理由に受験をできな

かったことを理由として，Ａは国家賠償法１条１項に基づいて，Ｎ県にたいして慰謝

料の支払いを請求して訴えた。

なお，Ｎ県の受験案内では，その受験資格として，明確に日本国籍を有する者とい

う記述がなかったものとする。

問題

「特別永住者」という地位を考慮した上で，上記の事例における憲法問題を中心にし

て，判決を予測しなさい。 〔配点80点〕
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